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信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底を

滋賀県交通対策協議会（会長 三日月知事）では、本年度から新たに「横断歩道利用者フ
ァースト運動」を年度を通じた運動として、新規に定めています。また、全ト協からも信号機の
ない横断歩道における歩行者優先等取り組みの徹底を依頼してきています。
トラックドライバーは、横断歩道手前での原則義務や横断歩道における歩行者優先義務な

ど、プロのドライバーとして模範となる運転に引き続き実践するよう努めてください。
【横断歩道等における歩行者等の優先】（道路交通法第 38条第１項）
（要約） ドライバーは、横断歩道により道路の前方を横断中または横断しようとする歩行

者があるときは、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしな

ければならない。

踏切事故の再発防止について
本年９月に神奈川県千葉市の京急線神奈川新町駅付近において、踏切内に取り残された
トラックが快速特急列車と衝突し、列車の乗客３０名以上が負傷、トラック運転手が死亡する
という痛ましい事故が発生しました。
トラック事業者におかれましては、運送事業輸送安全規則に基づき、運転者に対する点

呼、指導・監督等において、国土交通省のマニュアル等を活用し、安全確保に万全を期すよ
う、お願いします。

トラックの交通事故が増加中

本年９月末 増減数 昨年９月末 本年９月末 県内の交通事故

発生件数 ４０ ＋４ ３６ ２７２７（－３６９）

死者数 １ ＋１ ０ ４７（＋１９）

負傷者数 ５８ ＋１７ ４１ ３４５９（－４７８）

滋賀県のトラックの交通事故が昨年同期に比べ、発生件数、死者数、負傷者数といずれも増加傾
向にあり、年間削減目標である年間発生件数５０件以下を達成するには厳しい状況となっています。
年末に向けて、更に交通事故の増加が懸念されます。

◎夕暮れ時はライトの早め点灯 ◎ハイビームへのこまめな切り替え
等を行い、思いやり運転に努めてください。




